
 

 

 

「 登 記 情 報 連 携 シ ス テ ム 」 を 使 用 し 、 農 業 委 員 会 事 務 局 が 登 記 情 報 を 確 認 す

る こ と で ｢登 記 事 項 証 明 書 ｣の 添 付 を 省 略 で き ま す 。  

 

１　対象となる手続き  

市街化区域内の農地転用届出（農地法第４条・５条の届出）  

 

注意：　市街化調整区域内の農地転用許可申請については、登記事項証明書の

添付が必要となりますのでご注意ください。  

 

２　省略できる書類  

対象地の「土地全部事項証明書（登記簿謄本）」  

 

３　注意事項及びお願い事項  

(1) 最新の登記情報をご確認ください。  

届 出 時 点 の 最 新 の 登 記 情 報 （ 土 地 の 地 番 、 地 目 、 地 積 、 所 有 者 住 所 ・ 氏 名 ）

を 必 ず ご 確 認 の 上 、 届 出 書 に 記 入 し て く だ さ い 。 記 入 内 容 が 誤 っ て い る 場 合 、

交 付 ま で 時 間 が か か る 場 合 が ご ざ い ま す 。  

※ 所 有 者 の 現 住 所 と 登 記 事 項 証 明 書 上 の 住 所 と が 異 な る 場 合 は 、住 所 の 履 歴 が

確 認 で き る 住 民 票 ・ 戸 籍 の 附 票 等 を 添 付 し て く だ さ い 。  

 

(2) (1)に使用した登記情報の分かる物の写し等を参考に添付してください。  

※ イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し た 登 記 情 報 提 供 サ ー ビ ス を 利 用 し て 登 記 情 報 を 確 認

し て い る 場 合 、 プ リ ン ト ア ウ ト の う え 参 考 と し て 添 付 し て く だ さ い 。  

※ 登 記 事 項 証 明 書 が あ る 場 合 、 写 し を 参 考 と し て 添 付 し て く だ さ い 。  

 

(3) 受付にお時間をいただきます。  

受 付 時 に シ ス テ ム 照 合 を 行 う た め 、登 記 事 項 の 確 認 に 必 要 な お 時 間 を い た だ

き ま す の で 、 時 間 に 余 裕 を 持 っ て お 越 し く だ さ い 。  

 

(4) 登記手続き中のものは登記情報の確認ができません。  

法 務 局 で 登 記 申 請 中 の 土 地 に つ い て は 、シ ス テ ム に よ る 照 会 が で き ま せ ん の

で 登 記 完 了 後 に 手 続 き し て く だ さ い 。  

 

(5) 登記情報の提供はできません。  

本 シ ス テ ム は「 内 容 の 確 認 」の た め に 利 用 す る も の で す 。農 業 委 員 会 か ら 申

請 者 に 情 報 を 提 供 す る こ と や 、 閲 覧 の ご 要 望 に は お 応 え い た し か ね ま す 。  

 

(6) システム障害等の場合  

シ ス テ ム 障 害 等 に よ り 登 記 情 報 の 確 認 が で き な い 場 合 は 、原 本 の 提 出 を お 願

い す る 場 合 が ご ざ い ま す 。  

 

【お問い合わせ先】水戸市農業委員会事務局　農地係  

電話 029-224-1111（内線 6432）

令和 8 年７月１日から農地転用届出（市街化区域）
．．．．．．．．．．．．．

の手続きにおいて、 

｢土地全部事項証明書(登記簿謄本)｣の添付を省略できます。


